
商社割当てＡ１（韓国実績割当て）の追加の申請について

令和７年度「無糖の味付けのり」の商社割当てＡ１（韓国実績割当て）の追加
の申請には「事前申請登録申込み」が必要です。

問い合わせ先：経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部 農水産室 水産班（03-3501-0532）

申請希望者は

① 令和8年4月1日（水）から4月15日（水）の間に、経済
産業省ＨＰ上の「登録フォーム」にアクセス
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_
control/03_import/04_suisan/iq/data/jizenshinsei.html

② 必要事項を入力の上、送信

・「電子くじ」による抽選結果により、申請受付開始日に申請を受け付けることが可能な者（上順の
者）は、極力、便利な電子申請（NACCS）をご利用ください。（詳細は別紙参照。既に利用中である
場合は結構です。）
・電子申請による申請受付日は、令和8年5月11日（月）の0：00～15：30です。
なお、郵送で申請する場合は令和8年5月11日（月）11：45必着となります。

・ 「干しのり」商社割当てＡ２（中国実績割当て）及び 「のりの調製品（無糖の味付けのりを除く。）」
商社割当てＡ２（実績割当て）の追加の申請方法に変更はありません。

経済産業省は

③4月20日（月）に、申請登録番号をメールにて事前登
録者にお知らせ

④「電子くじ」により、申請順位を決定

抽選結果は4月24日（金）から4月27日（月）の間に、
経済産業省ＨＰ上に掲載

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_con
trol/03_import/04_suisan/iq/data/jizenshinsei.html

申請者 経済産業省

「無糖の味付けのり」の商社割当てＡ１（韓国実績割当て）について、申請受付開始日（令和8
年2月18日から19日）の割当申請数量の合計が割当限度数量を下回りましたので、追加の申請を
受け付けます。
申請希望者は、あらかじめ申請登録申込を行い、後日、経済産業省において「電子くじ」に

より申請順位を決定します。

※「電子くじ」の概要については、以下をご覧下さい。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/04_suisan/download/dens
hikuji.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/04_suisan/iq/data/jizenshinsei.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/04_suisan/iq/data/jizenshinsei.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/04_suisan/iq/data/jizenshinsei.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/04_suisan/iq/data/jizenshinsei.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/04_suisan/download/denshikuji.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/04_suisan/download/denshikuji.pdf


電⼦申請なら、こんなメリットが…︕

紙の移動がなくなるため
郵送代や交通費などの

コスト削減！

同日の別な場所での通関や
急な通関地変更にも
影響受けません！

安全・無料・安心の
NACCS基幹システムは
24時間・365日利用可能！

電⼦申請の最新情報はホームページから 経産省 NACCS 検索

⽔産物輸⼊割当
電⼦申請のオススメ

書類に不備が無い場合でも、利⽤申込みから利⽤開始までは２週間程度かかります。
⼿続き期間短縮等の調整は出来かねますので、お⼿続きはお早めにお願いします。

START

電⼦申請利⽤開始までの流れ
※NACCSセンターと経済産業省の双⽅で⼿続きが必要となります。

利⽤申込 利⽤者IDの
取得

NACCSセンターの⼿続

経済産業省の⼿続

デジタル証明書
の取得

GOAL
利⽤開始

NACCS
パッケージソフト
のインストール

このお知らせに関するお問合せ
経済産業省 農⽔産室

電⼦申請の⽅法•内容にお悩みの⽅
経済産業省 電⼦化•効率化推進室 検索

NACCS利⽤申込に お 悩 み の ⽅
NACCSヘルプデスク 検索

TEL :  0120-794-550（24時間 365日対応）

FAX : 0120-794-529（24時間 365日対応） NACCS

検索
TEL : 03-3501-0532（平日9：30-17:00〈12:00-13:00を除く〉)

経産省 NACCS

経産省 NACCS

MAIL:bzl-qqfcbj@meti.go.jp

令和7年10⽉からWEB申請が可能になり、パッケージソフトのインストールが不要
になりました︕

システム
登録確認

START
申請者届出

IDを取得したら
すぐに経済産業省
に届出を︕



電⼦申請で、紙申請の悩みもラクラク解決︕

電⼦申請なら前回の申請書の最終
版をダウンロードできるので、同じ
記載ミスが防げます︕

申請書の書き⽅、前回
審査官にどこか直され
たような…

電⼦なら紛失の恐れがありませ
ん︕紙のILは、なくしたら失効公告
の⼿続が⾯倒です…

もしILをなくしたら
どうしよう…

電⼦ILなら残数もシステムで確認
できます︕計算ミスも⼤幅に減少
します︕

ILの残数管理は計算が
⾯倒なんだよね。
間違えたら⼤変だし…

電⼦ILならいつでもシステムで裏落と
しを閲覧できるので、税関許可年⽉⽇
も24時間365⽇確認可能です︕

予定通り通関できたの
かが、気になるけどわか
らないわ…

個別訪問•デモンストレーションをご希望の⽅

通関業者の
代理申請も可能︕

PCアレルギーだった
けどマニュアル⾒なが
ら１⼈でできた︕

申請担当者

PCに詳しい部下が出来
てお願いしたら
アッサリ出来た︕

⽔産物輸⼊会社代表
できたよ︕電⼦申請

〜導⼊キッカケ体験談〜

我々にもメリットが多いの
で、荷主様のNACCS導⼊を
お⼿伝いしたい︕

通関業者

電⼦申請で、紙申請
の悩みも解決︕

無理だよ…と諦めてたけど

経済産業省 農⽔産室 MAIL:bzl-nousuisan@meti.go.jp

実際のシステムを⾒てみたい。
電⼦申請のデモンストレーショ
ンをしてほしい。

やっぱり1⼈じゃ無理…
個別訪問•デモンストレーションいたします︕

それでも
⾃分でできる
⾃信がない…

個別に電⼦申請の操作デモンストレーショ
ンを⾏います。お気軽にお問い合わせく
ださい。

※地域によっては対応できない場合がございます。

※状況により予告なしに終了する場合がございますので、予めご了承ください。
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